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は じ め に 

 

 大分県教育委員会では、学校現場の負担軽減を図り、教育職員が子どもと向き合う時間を確

保するため、平成２０年５月、教育庁内に「学校現場の負担軽減のためのプロジェクトチー

ム」（以下「負担軽減ＰＴ」という。）を設置しました。以降、県教育委員会や学校現場の業務

を見直すとともに、ＩＣＴの活用による業務改善や部活動改革等、様々な負担軽減に取り組ん

でまいりました。 

 また、負担軽減ＰＴで取り組んできた内容や、例年実施している学校現場との意見交換会で

出された具体的な業務改善事例等をまとめた「学校現場の負担軽減ハンドブック」を毎年度改

訂し、学校へ周知するとともに、好事例の横展開を図っています。さらに、令和３年４月１日

付けで「県立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」を策定し、長時間勤務の

縮減に向けた様々な取組を推進してきました。 

 これまでの取組等により、全ての学校種で学校現場の時間外在校等時間は減少し、一定の成

果が得られました。しかしながら、教育職員一人ひとりが負担軽減を実感できるような抜本的

な改善にはまだ至っていない状況です。 

 こうした状況を踏まえ、令和６年８月に、中央教育審議会から『 「令和の日本型学校教育」

を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について』の答申がありま

した。そこでは、教師を取り巻く環境整備の基本的な方向性として、学校における働き方改革

の更なる加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改善を一体的・総合的に推進する

ことが必要であると提言されました。さらに、令和７年６月１１日、給特法等一部改正法が成

立し、約５０年ぶりに教職調整額が引き上げられました。加えて、教育委員会においては、服

務を監督する教育職員に係る「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定、公表が義務付け

られました。また、公立中学校の３５人学級の実現に向けた教育職員定数の改善等も改正法の

附則に盛り込まれました。 

大分県教育委員会においても、長時間勤務の縮減に向けて更なる取組を進める必要があるこ

とから、新たに本実施計画を策定しました。真に実効性のある取組を行いながら、教育職員が

負担軽減を実感できるよう、関係機関と連携・協力して、学校における働き方改革をより一層

推進してまいります。 

学校現場の教育職員、保護者や地域の皆様方、市町村教育委員会その他関係者の方々におか

れましては、本実施計画の趣旨を御理解いただき、共に取組を進めていただきますようご協力

をお願いいたします。 

 

大分県教育委員会 
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1 本実施計画における「教育職員」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法法第２条第２項に定める校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、

助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。 
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１ 計画の目的                                    

（１）計画の趣旨   

 本計画は、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進を図るため、公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和７年法

律第 68 号。以下「給特法等一部改正法」という。）に基づき、各教育委員会に対し、公立学校

の教育職員の業務量の適切な管理及び健康・福祉の確保に関する内容を定めた「業務量管理・

健康確保措置実施計画」（以下「実施計画」という。）の策定、公表が義務付けられたことか

ら、県教育委員会として、策定するものです。 

県教育委員会及び市町村教育委員会は、服務監督権者の立場から、それぞれが所管する学校

に関する実施計画を策定・公表等をする必要があります。各学校においては、所管の教育委員

会が示す実施計画を参考に、校長のリーダーシップの下、教育職員が一丸となって取組を進め

るとともに、学校運営協議会等の活用を図るなど、保護者や地域住民等の参画も得ながら、地

域の実情に応じた具体的な取組を進めていくことが求められます。 

 本実施計画は、県立学校の教育職員の長時間勤務の縮減や健康確保に関する具体的な数値目

標を定め、県教育委員会と関係機関等が連携・協力しながら取組を進めることで、学校におけ

る働き方改革を、より一層推進することを目的としています。また、教育職員が本来の業務で

ある子どもと向き合うことのできる時間を十分確保できるようにし、やりがいを持って働くこ

とができる風通しのよい職場環境を築くとともに、適正な組織マネジメントの実施等により学

校教育の質の向上も目指しています。 

 教育職員がワーク・ライフ・バランスのとれた生活を送り、心身ともに健康で心にゆとりを

もって働くことで、本県の未来を担う大切な子どもたちに、質の高い教育を持続的に提供でき

るように取り組んでいきます。 

 

（２）「学校と教師の業務の３分類」に関する取組                        

平成３１年１月の中央教育審議会において、「日本型学校教育」の下で学校及び教師が担

うべき業務の範囲が拡大する中、「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方

に関する考え方」が示され、「学校・教師が担う業務に係る３分類」が策定されました。こ

れまで、この３分類の考え方に沿って、本県の実情を考慮しながら、学校の働き方改革に

関する各種取組を推進してきたところです。 

今回、給特法等一部改正法の成立を受け、国において「学校・教師が担う業務に係る３分

類」の見直しが行われました。教師が教師でなければできない業務に専念できるよう「学

校と教師の業務の３分類」として改訂され、「学校以外が担うべき業務」「教師以外が積極

的に参画すべき業務」「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」の３分類１９項目に整

理されました。（下記参照） 



2 

 

 

給特法第７条第１項に規定されている「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他

教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべ

き措置に関する指針」（以下、「指針」という。）も見直され、この指針の内容に即して服務

監督教育委員会で実施計画を策定することとされました。ただし、指針では、３分類１９項

目全てを実施計画に盛り込む必要はなく、地域の実情に応じて柔軟に運用を行うこととされ

ています。 

また、国の方針では、令和１１年度までに、教育職員の１箇月時間外在校等時間を平均３

０時間程度に削減することを目標とし、取組を進めていくこととしています。 

本県においても、実施計画の策定にあたっては、文部科学省の指針を踏まえ、特定の教育

職員及び事務職員に負担が偏ることがないよう配慮しながら、学校又は教育職員が担う業務

の見直しや適正化を図ることで、学校現場の働き方改革を推進していきます。 

 

 

２ 本県の現状                                    

（１）時間外在校等時間の上限方針の策定                                

 県教育委員会では、令和元年度に「学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行
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規則」を一部改正しました。この改正では、教育職員が行う業務のうち、法令で定められてい

る「超勤４項目」を除く時間（授業準備・授業、校外指導、部活動指導、児童・生徒の出席整

理などの業務）も含め、学校教育活動に関する業務を行う時間として外形的に把握できる時間

を「在校等時間」と整理し、時間外在校等時間の上限を下記のとおり規則で定め、時間外在校

等時間の適切な管理・把握に努めています。 

 

 

＜規則の概要（学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則 第十条の二の五）＞ 

○県教育委員会は、教職員の時間外在校等時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育

職員の業務量の適切な管理を行う。 

 ・１箇月４５時間以内、１年３６０時間以内 

 

○県教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、

教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、次

に掲げる時間又は月数の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。 

・１箇月における時間外在校等時間：１００時間未満 

・１年における時間外在校等時間：７２０時間 

・１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の

期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の１箇月当たりの平均時間：８０時間 

・１年のうち１箇月における時間外在校等時間が４５時間を超える月数：６箇月 

 

また、規則改正を受けて、「県立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」（以

下「上限方針」という。）を令和３年４月１日付けで定め、下記内容等について、管理職に対

して周知をするとともに、勤務時間管理を徹底するよう指導するなど、長時間勤務の縮減に努

めてきたところです。 

 

○県立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針 （一部抜粋） 

第２ 業務を行う時間の上限並びに教育委員会及び学校の管理職の責務等 

  １ 業務を行う時間の上限 

（２）上限時間の原則（規則１０条の２の５第１項） 

   県立学校等の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間（給特法第６条第３項各号

に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をい

う。）を除いた時間を、以下に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業

務量の適切な管理を行う。 

 

① １箇月の時間外在校等時間   ４５時間以内 

② １年間の時間外在校等時間  ３６０時間以内 

 

 第３ 長期休業中における集中した休日確保のための１年単位の変形労働時間制 

    教職員へ対して１年単位の変形労働時間制を導入する。 
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しかしながら、教育職員の業務は、教科指導や生徒指導、部活動指導に加え、いじめや不登

校等への早期対応、特別な支援が求められる児童生徒の増加、ＧＩＧＡスクール構想の実現に

向けた対応など複雑化・多様化しており、日常的に長時間勤務が続いている状況です。 

各学校では、１人に業務が集中しないよう業務量の平準化や、長時間勤務者に対する個別指

導等を行ってきました。しかし、依然として時間外在校等時間の上限を超える勤務を余儀なく

されている教育職員もいることから（２（２）「学校現場の時間外在校等時間の現状」を参

照）、引き続き、学校における働き方改革を推進していく必要があります。 

 

（２）学校現場の時間外在校等時間の現状   

 教育職員の勤務時間を把握するため、全校にタイムレコーダーを設置し、令和元年度から客

観的な勤務時間のデータを収集し、適正な勤務時間管理に取り組んできました。 

令和６年度までの学校現場の１箇月あたりの時間外在校等時間の状況は、下記のとおりで

す。 

＜校種別時間外在校等時間の推移＞                                                                                                                             

※１箇月あたりの時間外在校等時間は、当該年度の１年間の平均値である。 

・時間外在校等時間は、令和６年度では、高等学校等（県立中学校含む。以下同じ。）、特別支

援学校とも上限方針で定めている月４５時間を下回っています。経年比較でも減少傾向とな

っていますが、ほぼ横ばいで推移しており、大幅な縮減には至っていない状況です。 

・高等学校等、特別支援学校とも、令和２年度に時間外在校等時間が減少しましたが、これは

新型コロナウイルスの感染拡大による全国的な一斉休校や部活動の禁止、会議、研修、学校

行事の見直し等が行われた影響と考えられます。 

・校種間で比較すると、高等学校等の時間外在校等時間は特別支援学校の約２倍となってお
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り、その主な要因は、部活動と考えられます。また、特定の教育職員の勤務時間が長くなっ

ている傾向が見られ、適正な業務の割振りや管理職による声掛け等を継続する必要がありま

す。 

 

＜時間外在校等時間が月４５時間以内の教育職員の割合＞ 

年度 県立学校合計 
内  訳 

高等学校等 特別支援学校 

令和元年 77.7% 68.5% 97.8% 

２年 84.8% 79.2% 98.0% 

    ３年 82.1% 74.6% 98.1% 

    ４年 84.8% 78.3% 98.5% 

    ５年 85.2% 78.7% 98.8% 

    ６年 86.4% 79.5% 98.7% 

 

＜時間外在校等時間が月８０時間以内の教育職員の割合＞ 

年度 県立学校合計 
内  訳 

高等学校等 特別支援学校 

令和元年 93.2% 90.1% 99.9% 

２年 97.7% 96.8% 99.6% 

    ３年 96.8% 95.3% 100.0% 

    ４年 97.5% 96.2% 99.9% 

    ５年 97.5% 96.2% 100.0% 

    ６年 97.8% 96.5% 100.0% 

 

・全県立学校の教育職員等を対象として令和７年度に実施した「時間外勤務状況調査」では、

時間外勤務の主な業務内容は、部活動、授業準備、学習指導等となっています。 

・時間外在校等時間が月４５時間以内の教育職員の割合を各年度で比較すると、高等学校等は

令和元年度から１１.０ポイント増（Ｒ１：６８．５％→Ｒ６：７９．５％）と大きく増加

しています。その要因は、学校における働き方改革の取組が成果を上げていること、コロナ

禍により業務改善や学校行事の見直しが進んだこと等が考えられます。 

・時間外在校等時間が月８０時間以内の教育職員の割合は、令和６年度において、特別支援学

校が１００．０％となっている一方、高等学校等は９６．５％となっています。月８０時間

を超える理由を分析した結果、部活動が主な要因となっており、特定の部活動で特定の教育

職員の時間外在校等時間が長い傾向にあることから「大分県の学校部活動及び地域クラブ活

動の在り方等に関する方針」を周知徹底していく必要があります。 
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＜時間外在校等時間が月４５時間を超える教育職員の割合 月別比較（過去３年間）＞ 

○高等学校等 

 

 

○特別支援学校 

 

・過去３年間を比較した場合、高等学校等においては、月ごとの長時間勤務者の割合等は、ほ

ぼ同様の状況が続いており、大幅な改善までには至っていない状況です。 

・高等学校等では、１学期が始まる４月から６月、また２学期が始まる９月から１０月にかけ

て時間外在校等時間が月４５時間を超える教育職員が３割程度存在しています。これは、学

期始めや体育祭、文化祭、修学旅行等のイベント準備、高校総体や新人戦といった部活動対

応が主な要因と考えられます。 

・特別支援学校は高等学校等と比較し、全体的に少ない状況ですが、４月から５月及び９月か

ら１０月にかけて時間外在校等時間が月４５時間を超える教育職員が多くなっています。 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
令和６年 28.5% 30.6% 23.0% 24.0% 6.7% 28.2% 31.5% 22.7% 17.1% 18.5% 11.4% 4.3%
令和５年 27.4% 29.7% 26.4% 25.1% 9.3% 28.1% 29.8% 22.9% 18.1% 21.2% 15.4% 1.9%
令和４年 28.7% 29.6% 31.0% 25.4% 9.5% 26.1% 31.2% 25.7% 17.2% 18.9% 15.9% 1.7%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%

令和６年 令和５年 令和４年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
令和６年 1.8% 2.0% 0.8% 0.6% 0.0% 2.0% 2.7% 2.2% 0.3% 0.2% 0.7% 2.2%
令和５年 2.0% 1.7% 2.1% 0.6% 0.0% 1.3% 3.1% 1.4% 0.2% 0.7% 0.9% 0.0%
令和４年 2.2% 2.2% 3.7% 0.4% 0.0% 1.5% 1.6% 2.6% 1.4% 0.6% 1.8% 0.0%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%

令和６年 令和５年 令和４年
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＜持ち帰り仕事の１日当たりの時間数＞ 

年度 
県立学校合計 

持帰時間 

内  訳 

高等学校等 

持帰時間 

特別支援学校 

持帰時間 

平成３０年 22 分 24 分 17 分 

令和元年 20 分 23 分 15 分 

令和２年 20 分 23 分 15 分 

令和３年 20 分 21 分 17 分 

令和４年 20 分 21 分 16 分 

令和５年 17 分 19 分 13 分 

令和６年 17 分 18 分 14 分 

令和７年 16 分 18 分 13 分 

 

・毎年度全県立学校を対象として実施している時間外勤務状況調査（１０月～１１月にかけて

任意の１週間で調査）において、持ち帰り仕事の状況についても調査しています。 

・持ち帰り仕事は、「上限方針」の中で「行わないことが原則」としているものの、自宅等に

仕事を持ち帰っている教育職員が一定数いる状況です。 

・持ち帰り仕事の業務内容は、令和７年度調査結果では、授業準備が最も多いものの、学校行

事や校務分掌に関する業務等を行っている場合もあります。 

・持ち帰り時間は、平成３０年度と比較して減少傾向にありますが、依然として、持ち帰り仕

事を行っている実態があります。家庭の事情等により、勤務時間終了後、直ちに退勤しなけ

ればならない場合など、やむを得ず業務を持ち帰るケースが想定されることから、業務を持

ち帰らなくてすむよう、業務自体を縮減し、業務の持ち帰り時間をゼロに近づける取組を行

っていく必要があります。 

 

○県立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針 （一部抜粋） 

第３ 留意事項  

 （３）持ち帰り業務について                                              

本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則である。上限時間を遵守するためだけに

自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加することは、本方針の趣旨に反するものであ

り、厳に避ける。仮に業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、その実態把

握に努めるとともに、業務の持ち帰りの縮減に向けた取組を進める。 
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（３）教育職員の健康・福祉に関する現状                                   

 教育職員が心身ともに健康で、自身の専門性を活かしながら質の高い教育活動を担っていく

ことができるよう、勤務環境を整えていくことが大切です。しかし、近年は、精神疾患による

病気休職者数は増加傾向にあり、心身の健康の保持・増進を図ることが必要です。 

 県教育委員会では、これまでも管理職を対象としたメンタルヘルス研修会の実施や、こころ

のコンシェルジュの配置等による相談体制の強化、ストレスチェックの実施などに取り組んで

きたところですが、取組の継続ともに内容の強化・充実を図ることが必要です。 

本県における教育職員の健康に関する状況は、下記のとおりです。 

＜教育職員の精神疾患による病気休職者割合の推移＞ 

年度 全国 大分県 

平成３０年 0.57% 0.46% 

令和元年 0.59% 0.44% 

令和２年 0.57% 0.46% 

令和３年 0.64% 0.52% 

令和４年 0.71% 0.65% 

令和５年 0.77% 0.75% 

出典：文部科学省公立学校教育職員の人事行政状況調査 

・本県の精神疾患による病気休職者の割合は、全国平均を下回って推移していますが、令和

２年度以降４年連続で増加しています。 

・病気休職者のうち、精神疾患が占める割合も増加（令和元年５８％→令和６年７８％）して

おり、病気への早期対応、専門家による相談体制の充実、職場環境の改善等、メンタルケア

について、継続的に取り組んでいく必要があります。 

 

＜教育職員のストレスチェックの実施状況＞ 

 令和５年前期 令和５年後期 令和６年前期 令和６年後期 

対象者 2,925 人 2,908 人 2,897 人 2,885 人 

受診者 2,924 人 2,908 人 2,897 人 2,882 人 

受診率 99.9% 100% 100% 99.9% 

 

・ストレスチェックについて、法定回数を上回る年２回の全教育職員実施期間を設け、高スト

レス者の把握、メンタルヘルス対策の推進に努めています。 

・ストレスチェックの受診状況は、病気等のやむを得ない事情により受診できなかった者を除

き、ほぼ全員が受診しており、引き続き１００％受診に向けて、継続した取組が必要です。 
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・ストレスチェック項目間相関分析において、「抑うつ感」と「上司のサポート」は有意な相

関関係があり、職場環境改善の有効な取組と考えられます。 

・ストレスチェック集団分析の還元に併せ、職場環境改善の取組を推進してきたことで、「上

司のサポート」は年々増加（平均１．５ポイント）しており、引き続き各学校での取組を支

援していく必要があります。あわせて、管理職に対しては、部下職員への声掛けや相談な

ど、適切な支援を行うよう研修等を通じて周知していく必要があります。 

 

＜定期健康診断・精密検査受診率の推移＞ 

 R 元 R２ R３ R４ R５ R６ 

定期健診受診率 99.7％ 99.5％ 99.6％ 99.5％ 99.6％ 99.1％ 

精密検査受診率 93.3％ 92.1％ 92.6％ 93.3％ 91.8％ 88.9％ 

 

・毎年度実施している定期健康診断及び精密検査の受診率は、１００％の達成を目指し取組を

進めています。定期健診については、病気等の事情により受診できなかった者を除き、ほぼ

全員が受診していますが、精密検査については、毎年未受診が一定数いることから、学校の

衛生管理体制を充実させ、確実な精密検査受診につなげていく必要があります。 
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＜医療専門職等による相談体制の拡充＞ 

事業名 相談担当者 相談日 場 所 備 考 

こころの健康相談 精神科医師 月 4 回 
教職員健康支援セ

ンター 

H24 から月 4

回 

カウンセリング相談 臨床心理士 月 3 回 
教職員健康支援セ

ンター 
R6 から月 3 回 

民間医療機関 

メンタルヘルス相談 

精神科医師等 

（県内 10カ所） 
随 時 指定民間医療機関  

こころのコンシェル

ジュ相談 

こころのコンシェル

ジュ 
平 日 学校等 

義務制を含め

12 名配置 

 

・相談体制については、これまでも精神科医師や臨床心理士等の医療専門職による相談事業の

実施、こころのコンシェルジュの配置、管理職対象のメンタルヘルス研修会の実施等による

相談体制の強化に努めており、ラインケア、セルフケアの向上を図っています。 

 

＜年次有給休暇平均取得日数の推移＞ 

 

・年次有給休暇の平均取得日数は増加傾向にあり、令和６年度は、１４．６日となっていま

す。しかし、「大分県特定事業主行動計画」で定められている年間平均１５．０日の目標に

は、わずかに達していない状況です。 
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３ 計画の取組期間                                                                 

 本計画の取組期間は、令和８年度～令和１０年度の３年間とします。 

 ただし、取組期間中であっても、学校現場の意見等も踏まえながら、必要に応じて、目標指

標や取組内容等を見直します。 

 

４ 計画の目標指標                                                                   

 本計画の実現に向けて、学校における働き方改革に関する取組を積極的かつ計画的に実施

し、より実効性を高めるため、目標指標を設定します。 

 目標指標については、上限指針及び国の指針に即して、時間外在校等時間の縮減や健康確保

に関する内容を設定し、働き方改革を更に推進します。 

 目標指標の達成度をはじめ、各種取組の進捗状況を毎年度確認し、その結果を公表するとと

もに、ＰＤＣＡサイクルで取組の見直し等を行いながら、令和１０年度までの目標達成を目指

します。 
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① １箇月の時間外在校等時間 （国指標）              

目 標 校 種 
基準値 目 標 値（時間：分） 

R6 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

１箇月の時間外在校等時間 

高校等 27:23 27:15 27:00 26:45 

特 支 13:21 13:10 13:00 12:50 

全 体 22:51 22:30 22:15 22:00 

 

② １箇月の時間外在校等時間が４５時間以内の教育職員の割合（国指標・県教育長計指標） 

目 標 校 種 
基準値 目 標 値（％） 

R6 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

１箇月の時間外在校等時間が 

４５時間以内の教育職員の割合 

高校等 79.5% 85.0% 89.0% 93.0% 

特 支 98.7% 99.0% 99.5% 100.0% 

全 体 86.4% 91.0% 93.0% 95.0% 

 

③ 年次有給休暇の年間平均取得日数（県特定事業主行動計画） 

目 標 
基準値 目 標 値（日） 

R6 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

年次有給休暇の年間平均取得日数 14.6 日 15.0 日 15.0 日 15.0 日 

 

 

④ 上司からのサポートが「ある」「ややある」と感じている教育職員の割合 

目 標 
基準値 目 標 値（％） 

R6 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

上司からのサポートが「ある」「ややあ

る」と感じている教育職員の割合 
50.5% 54.0% 57.0% 60.0% 

 

⑤ 定期健康診断後の精密検査の年度内受診率  

目 標 
基準値 目 標 値（％） 

R6 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

定期健康診断後の精密検査の年度内受診率 88.9% 100% 100% 100% 
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５ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容                        

 教育職員が子どもと向き合う時間を確保するとともに、学校における働き方改革を推進し、

効果的な教育活動が行える環境づくりを進めるため、以下の内容に取り組みます。 

 取組内容については、項目別に（１）から（６）のとおり整理したうえで、各項目ごとに具

体的な取組内容を明記しながら、教育職員が負担軽減を実感できるように県教育委員会として

主体的に取組を進めていきます。 

（１）教育職員の適正な勤務時間管理に関する内容 

（２）チーム学校の推進に関する内容 

（３）部活動改革（適切な部活動の推進）に関する内容 

（４）ＩＣＴの活用による業務改善等に関する内容 

（５）教育環境の改善等に関する内容 

（６）教育職員の健康及び福祉の確保に関する内容 

 

（１）教育職員の適正な勤務時間管理   

 適正な勤務時間管理を行い、各学校及び県教育委員会が要因を分析し、取組を進めること

で、時間外在校等時間の縮減を図ります。 

① タイムレコーダーによる勤務時間の把握 

・平成３０年度から全校で実施しているタイムレコーダーによる客観的な勤務時間の把握を

継続し、適切な勤務時間管理に努めます。 

・適切な勤務時間管理を行った上で、長時間勤務者に対する個別指導を実施するとともに、

管理職が各教育職員の業務の状況を把握・分析し、教育職員間の業務の平準化、適切な業

務マネジメント等を行うことにより、時間外在校等時間の縮減に取り組みます。 

・本実施計画に定める時間外在校等時間に該当しない自己研鑽や業務外の理由により、学校

に残ることがないように、管理職等からの声かけ等により徹底を図ります。 

・持ち帰り仕事については、上限時間を遵守するために行うことがないよう、適切な業務管

理を徹底します。また、業務の持ち帰りは、行わないことが原則ですが、育児や介護等の

事情でやむを得ず持ち帰り仕事を行う場合は、その状況を正確に把握した上で縮減に向け

た対応を行います。 

② 県教育委員会としての状況把握及び各学校への指導・助言 

・時間外在校等時間については、全校からの毎月の報告を受けて、状況把握を行うととも

に、時間外在校等時間が増加している場合には、原因分析を行い、必要な支援や指導助言

を行います。また、目標指標を達成するために、実際の勤務時間より短い虚偽の勤務時間
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の報告をすることがないよう徹底します。 

・下記に示す状況となった教育職員がいる学校に対し、適切な勤務時間管理を行うよう指導

するとともに、改善が確認できない場合は、必要に応じて管理職への聞き取りや学校訪問

等の対応を行います。 

 ⅰ １箇月の時間外在校等時間４５時間を超える月が６月以上となった者 

ⅱ 連続する複数月のそれぞれの期間について、１箇月の時間外在校等時間の平均が月 

  ８０時間を超えた者 

ⅲ １年間の時間外在校等時間が７２０時間を超えた者 

③ 教職員評価システムにおける働き方改革の目標指標の設定 

・各学校長の教職員評価システムの目標管理指標に、働き方改革に関する内容（例えば、時

間外在校等時間の縮減、部活動の適正な運営、定時退庁日の徹底等）を設定することに

より、管理職に対して適正な勤務時間管理の徹底と意識改革を促すとともに、各学校の

働き方改革に関する取組を推進します。 

・教職員評価システムに係る校長への目標管理面談を通じて、各学校の働き方改革の状況等

を把握し、適切な勤務時間管理がなされていない学校には、管理職に対して指導助言を行

う等、長時間勤務縮減に向けた支援及びフォローを行います。 

 

（２）チーム学校の推進（専門スタッフ・サポートスタッフ等の活用等）   

 学校現場の様々な課題を１人で抱え込むことがないよう、専門スタッフやサポートスタッフ

の配置等の効果的なサポート体制の充実を図り、「チーム学校」による組織的な取組を推進

し、教育職員が学習指導や生徒指導等の本来業務に専念できる環境を整備します。 

 また、学校マネジメントを機能させ組織的課題解決力の向上を図り、持続的・発展的な教育

活動を進めるため、学校が地域と連携・協働し、子どもたちの成長を社会全体で育む「地域と

ともにある学校づくり」を推進します。その中心的役割を担う学校運営協議会についても更な

る充実・活用を図ります。 

① 学校運営協議会を通じた保護者・地域との協働（ 「３分類」④関係）【新規】 

 ・地域と連携・協働した魅力ある学校づくりに向けて、高等学校等や特別支援学校への学校

運営協議会の設置を促進します。 

・学校運営協議会等の場で積極的に議論し、働き方改革や業務改善等について、保護者や地

域住民等の理解・協力を得ながら取組を進めます。 

② 事務職員と教育職員の役割分担の見直し（「３分類」⑥⑦⑧⑰関係）【新規】 

・ＩＣＴ機器やウェブサイトの日常的な保守・管理など、業務負担が過重とならないよう配

慮しつつ、事務職員と教育職員の役割分担を行い、負担軽減に努めます。 
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③ 教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置・活用（「３分類」⑮⑯関係） 

・授業や宿題プリント等の印刷、軽易なパソコン入力、採点業務の補助等、教育職員の業務

をサポートし、負担軽減を図ることにより、児童生徒への指導や教材研究等に注力できる

体制を整備します。 

④ 学習指導員の配置・活用（「３分類」⑮⑯関係） 

・学習に困難を抱える児童生徒への個別の学習支援や少人数指導、習熟度別学習、授業の補

助等、児童生徒の学力向上と学校生活の支援を行います。 

⑤ 進路事務業務アシスタントの配置・活用（「３分類」⑱関係） 

 ・高等学校において、進路指導担当教育職員の負担を軽減するため、生徒の進路指導等に関

する事務や庶務業務を行います。 

⑥ スクールカウンセラー（ＳＣ）の配置・活用（「３分類」⑲関係） 

・臨床心理に関して高度で専門的な知識を有するＳＣを配置し、児童生徒・保護者の不安や

悩みに対するカウンセリングや心理的アプローチを行います。専門性を発揮しつつ、ＳＳ

Ｗや教育職員と連携・協力し、課題解決を目指します。 

⑦ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置・活用（「３分類」⑲関係） 

・社会福祉制度に関して高度で専門的な知識を有するＳＳＷを配置し、児童生徒・保護者に

適切な助言や福祉機関とのつなぎ等を行うとともに、関係機関との連携・調整を行いま

す。専門性を発揮しながら、ＳＣや教育職員と連携・協力し、課題解決を目指します。 

⑧ スクールロイヤー（ＳＬ）の配置・活用（「３分類」⑤⑲関係） 

・法律に関する専門家であるＳＬを活用し、法的側面からの児童生徒に対するいじめ予防教

育や教育職員研修を推進するとともに生徒指導に関する法的相談等を行います。専門性を

発揮しながら、教育職員と連携・協力し、課題解決を目指します。 

⑨ 特別支援教育支援員の配置・活用（「３分類」⑲関係） 

・高等学校において、肢体不自由のある生徒の教室移動補助や日常生活の介助・支援、発達

障がい等のある生徒の学習支援等を行います。 

⑩ 日本語指導支援員の配置・活用（「３分類」⑲関係） 

・帰国児童生徒や外国人児童生徒のうち、日本語での日常会話が十分でない者や言語学習が

不足している者に対して日本語指導の充実を図るため、支援員を派遣し、指導体制を強化

します。 

⑪ 管理職による組織マネジメントの強化 

 ・業務量の適切な管理を行うには、管理職の果たす役割が大きいことから、校長のリーダー

シップの下、全ての教育職員が組織的に教育活動に取り組む「芯の通った学校組織」の構
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築に向けて、管理職に対する労務管理研修の実施など、取組の充実・強化を図ります。 

 ・校長は、各分掌ごとの業務内容を把握し、特定の教育職員及び事務職員に負担の偏りが生

じないよう配慮するとともに、業務量が多い分掌や業務が集中する時期がある分掌には、

複数体制にするなど柔軟な対応により、各学校の分掌事務が円滑に進むよう努めます。 

 

（３）部活動改革（適切な部活動の推進）  

 部活動指導は、時間外勤務の主な要因になるなど、負担が大きいことから、部活動を担当す

る教育職員の負担軽減を図るため、部活動改革を推進します。 

① 「大分県の学校部活動及び地域クラブ活動の在り方等に関する方針」の徹底 

・ 「大分県の学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する方針」について、学校及び保

護者に対し、休養日や活動時間の基準など、方針の周知と徹底を図ります。 

＜「大分県の学校部活動及び地域クラブ活動の在り方等に関する方針」（抜粋）＞ 

＜高等学校（特別支援学校高等部含む）＞ 

・原則、週当たり２日以上の休養日を設ける。  

※１日は、週休日（祝日を含む）を休養日とすることが望ましい。  

・活動時間は、原則、平日では３時間程度、学校の休業日は４時間程度とし、できるだ

け短時間で、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

・なお、高等学校は、学校の実態や特色及び分野の特性、大会・シーズン等を考慮し、

各学校において弾力的に休養日や活動時間を設定することができる。ただし、その場

合にあっても、「週に１日」及び「月に１日以上の週休日」を完全休養日とする。 

 

 

② 部活動指導員の配置促進 

・部活動を担当する教育職員の負担軽減及び部活動の質的向上を図るため、高等学校等につ

いて、専門的な知識・技能を有し、練習や大会での単独指導が可能な部活動指導員の配置

を促進します。また、部活動指導員には地域人材を活用する等、人材確保に努めます。 

・スポーツ医科学等の知見を活用した運動部活動支援の充実を図るため、スポーツトレーナ

ーを派遣します。 

③ 県立中学校における学校部活動の地域展開推進（「３分類」⑬関係） 

・県立中学校の部活動において、休日の学校部活動の地域展開を推進し、教育職員の負担軽

減に努めます。 

 

（４）ＩＣＴの活用による業務改善等   

 ＩＣＴの活用により成績処理や事務処理業務の効率化を図り、学校現場の業務改善を推進し
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ます。 

① ＩＣＴ機器の活用とペーパーレス化の推進（「３分類」⑦関係） 

・県教育委員会が主催する会議や研修については、移動時間を削減するため、対面実施と同

等の効果が見込めるものについては、積極的に動画配信を活用します。また、研修動画の

配信等、効果的な研修の在り方について検討するとともに、会議・研修の資料のペーパー

レス化に努めます。 

・各学校で行う会議や研修等については、ＩＣＴ機器やクラウド技術を活用し、ペーパーレ

ス化を推進します。 

・学校ホームページについては、どの教育職員及び事務職員でも円滑に内容を更新できるよ

うに、民間事業者によるサポートセンターとサポートサイトを充実します。 

② ＩＣＴ支援員の派遣（「３分類」⑧関係） 

・ＩＣＴ支援員を学校へ派遣し、ＩＣＴ機器等を活用した授業や校内研修等の支援、生成Ａ

Ｉを利用した校務効率化等に努めます。 

・ＩＣＴ支援員によるＩＣＴ機器等の日常的メンテナンスやトラブル対応等の環境整備の支

援を行います。 

③ 校務情報化に向けたシステム開発の推進 

・現在運用している「校務支援システム」については、さらなる機能充実を図り、令和１１

年度までに校務の効率化につながる「次世代校務支援システム」の導入を目指します。 

・県立高等学校入学者選抜において、令和８年度に実施する入試から、Ｗｅｂ出願システム

を導入することにより、中学校・高等学校の入試業務を効率化して、入試業務の負担軽減

及び利便性向上を図ります。 

・高等学校等に導入している採点補助システムの活用促進を図り、成績処理に係る時間の削

減に努めます。 

④ 生成ＡＩの活用【新規】 

・各学校における、授業準備や教材研究、定例的な文書の作成、アンケートの作成・分析な

どの日常の教育活動において、生成ＡＩ等の先端技術を活用し、業務の効率化を推進しま

す。 

 

（５）教育環境の改善等   

① 児童生徒が補導された時の対応（「３分類」②関係）【新規】 

 ・放課後や夜間等に児童生徒が補導された時の対応については、保護者が第一義的責任を有

することを踏まえ、児童生徒の指導に関し緊急の措置が必要な場合を除き、原則として学

校は対応を行わないことについて、保護者や地域の理解の醸成を図ります。 



18 

 

② 学校徴収金への対応（「３分類」③関係） 

 ・学校徴収金の徴収・管理は、口座引き落としを原則とし、現金での徴収は事務処理の負担

が大きいことから、可能な限り行わないこととする等、効率的な事務処理に努めます。 

③ 学校問題相談窓口の設置及び学校問題対応ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成（「３分類」⑤関係）【新規】 

・学校管理職経験者である学校問題相談コーディネーターを県教育委員会内に配置し、学校

だけでは解決が難しい保護者や地域住民等との間で生じた問題等について、解決に向けた

支援を行います。 

・保護者等から社会通念を超える言動等があった場合に、学校がとるべき具体的な対応を示

した「学校問題対応ガイドライン（仮名）」を策定します。 

④ 会議、研修、調査文書及び学校行事の見直し・精選（「３分類」⑥関係） 

・教育職員が教育活動に専念できる環境づくりを推進するため、県教育委員会が実施する会

議・研修について、実施回数や開催時間等の実態把握に努め、見直しの観点、ポイント、

具体例等を示しながら、より効率的な在り方や実施方法等の検討を進めます。 

・教育関係団体や教育研究団体等が実施する会議・研修についても、同様の視点から精選・

縮減の検討を要請します。 

・調査文書に係る学校現場の負担を軽減するため、県教育委員会から学校現場へ発出してい

る調査文書について、実態把握に努めるとともに、法律上義務付けられているものや教育

施策を行う上で必要性が高いものを除き、可能な限り精選・見直しに努めます。また、調

査への回答については、ＩＣＴを活用したＷＥＢ形式で回答を求める等、簡素化、効率化

を図ります。 

・各学校は、学校行事を実施するにあたり、保護者や地域、関係機関の連携・協力を要請す

るとともに、児童生徒や教育職員に過度な負担とならないよう、活動内容や活動時間を精

査します。また、学校行事は、教育効果等を考慮しながら、実施の有無を含め、毎年度ゼ

ロベースで、見直しを検討します。 

⑤ 学校プールや体育館等の施設設備の管理（「３分類」⑨関係）【新規】 

 ・学校プールや体育館等の施設設備に関する年次点検等については、外部委託の活用を検討

します。教育職員は、原則として、授業等に付随して行う日常点検を中心に行います。 

⑥ 副校長・教頭の負担軽減（「３分類」⑩関係） 

・副校長・教頭の時間外在校等時間が他の職種と比べて長い傾向にあることから、ＩＣＴの

活用による業務改善等を推進し、副校長・教頭の負担軽減に努めます。 

・校舎の開錠・施錠については、業務の効率化を図るため、原則として機械警備を導入し、

管理業務を外部委託するなど、副校長又は教頭等の特定の職員に責任と負担が集中しない

ように環境整備に努めます。 
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⑦ 必要な人員の確保 

・教員採用選考試験の見直し、高校生を対象としたガイダンスの実施、おおいた教職フェア

の開催などの取組を行うとともに、他県の取組事例等も参考にしながら、必要な教育職員

の確保に努めます。 

・継続任用等の説明会を開催し、制度の周知を図るとともに、６０歳を迎える教育職員に対

して管理職から声かけを行い理解・協力を求めることなどにより、できるだけ多くの教育

職員に継続任用及び継続任用後の再任用教育職員として継続勤務を促し、安定した人材確

保に努めます。 

・優れた知識や経験等を有する社会人に対して授与される特別免許状の活用や、教科の領域

の一部において、企業等で勤務する各分野の専門家を特別非常勤講師として任用するな

ど、多様な専門性や背景を持つ外部人材の活用に努めます。 

⑧ 産休・育休の取得促進に向けた環境整備 

・教育職員が産前産後休暇、育児休業等を取得しやすい環境を整備するため、代替教育職員

を年度当初や学期始めから早期に配置し、ゆとりある引継期間を確保することで、安心し

て出産、育児ができる環境を整えます。 

・男女を問わず、子育てと仕事の両立が可能な環境づくりを推進するため、男性教育職員も

育児休業が取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

⑨ 学校評価における働き方改革の評価項目の設定【新規】 

・各学校においては、学校評価に働き方改革に関する評価項目を設けるとともに、学校評価

の結果に基づき学校運営の改善を図りながら、学校の実情に応じた取組を推進します。 

⑩ 授業時数の点検・教育課程の見直し【新規】 

・各高等学校においては、教育の質の向上に向けて、生徒一人一人と向き合う時間や授業準

備、学習評価などに要する時間を確保するため、適正な週当たりの授業時数の設定や定期

考査の実施回数の見直しなど教育課程の工夫改善に組織的に取り組みます。 

・各特別支援学校においても、標準授業時数を大きく上回って（1,086 単位時間以上）いる

場合は、年間授業時数の見直しを行うなど、適切な教育課程編成に努めます。 

⑪ 負担軽減ハンドブック・勤務実態改善計画の活用 

・各学校で策定する「勤務実態改善計画」を毎年度点検、見直しを行うとともに、重点的に

取り組むテーマを設定する（１改善運動）など、学校ごとにメリハリの効いた業務改善に

取り組みます。 

・学校における働き方改革の取組事例をとりまとめて横展開を図るため、「負担軽減ハンド

ブック」を作成（改訂）し、管理職等を通じて、内容の周知を図ります。 
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⑫ 勤務時間外の電話への音声アナウンス対応【新規】 

 ・勤務時間外や週休日等における外部からの学校への電話対応については、保護者の理解を

得ながら、音声アナウンスの活用を推進します。 

⑬ 夏季休業中の研修自粛・盆期間の学校閉庁の実施 

・仕事と休みのメリハリをつけ、疲労や心理的負担の軽減を図るため、夏季休業期間中に県

教育委員会が主催する研修を実施しない期間を設けるとともに、盆期間学校閉庁日を設定

して、連続した休暇が取得できる環境を整備します。 

⑭ 保護者・地域等の理解醸成 

・学校における働き方改革を推進するためには、保護者や地域社会等の理解・協力が不可欠

であることから、ホームページへの掲載など広報媒体の活用をはじめ、あらゆる機会を通

じて、本実施計画の内容を広く周知し、理解・協力が得られるように努めます。 

 

（６） 教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組                                     

 労働安全衛生法等の規定を遵守するとともに、教育職員が教育活動に専念できるよう、心身

の健康の保持・増進を図ります。 

① 労働安全衛生委員会の積極的な活用 

 ・各学校では、労働安全衛生委員会において、教育職員の安全の確保、快適な職場環境の形

成、定期健康診断及び精密検診の確実な受診などについて協議し、健康の保持増進に係る

取組を推進します。 

② 相談・支援体制等の充実 

 ・メンタルヘルス対策として、相談件数の増加に伴い医師や臨床心理士による相談事業を拡

充するとともに、こころのコンシェルジュを配置し、学校訪問を行いながら巡回相談に応

じる等、相談体制の充実を図ります。 

・時間外在校等時間が月８０時間以上の教育職員については、各学校から産業医等への報告

を必須とし、産業医等が該当者に対し、適切な保健指導を実施することで、健康確保と勤

務時間の適正化に努めます。 

 ・管理監督者（校長）を対象として、メンタルヘルス研修を実施し、風通しのよい職場環境

の整備、ラインケアの向上、適正な勤務時間管理等を指導することにより、安全配慮義務

遵守に努めます。 

③ ストレスチェックを活用した職場環境改善の取組推進 

・全教育職員を対象に疲労度やストレスの状況等を可視化して本人の状況を把握するストレ

スチェックを年２回以上実施し、心身の不調の早期発見・早期対応を図るとともに、学校

の職場環境改善に努めます。 
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④ 年次有給休暇の取得促進 

・一人当たりの年次有給休暇取得日数を年平均１５日以上とすることを目指し、休暇を取得

しやすい環境を整備します。 

・長期休業期間中にまとまった日数を連続して取得することができるよう、管理職等による

声掛け等を行いながら、取得促進を図ります。 

⑤ 定期健康診断後の精密検査への対応 

 ・定期健康診断後に「要精密」となった場合は、速やかに精密検査を受診する必要があるこ

とから、各所属における受診しやすい職場環境づくりに努めます。 

 ・精密検査年度内受診率１００％の達成を目指し、福利課から該当校へ情報提供を行うとと

もに、該当者には、各校の衛生管理者や管理職からの声かけ、受診状況の確認を徹底し、

受診率向上に努めます。 

 

 

６ 関連する取組・市町村教育委員会への対応                    

（１）総合教育会議への報告   

 ・毎年度の総合教育会議において、本実施計画における目標指標の進捗状況等を報告しま

す。また、本実施計画を変更する場合も、総合教育会議にて報告します。 

 ・知事部局の関係所属と連携を図りながら、学校における働き方改革の課題を共有するとと

もに、適切な役割分担の下で、取組内容の更なる改善を図ります。 

 

（２）目標指標における取組状況の公表   

・毎年度、本計画における目標指標の進捗状況をホームページ等で公表することで、取組の

着実な推進に努めます。具体的な実績、課題等を整理し、必要に応じて取組内容の見直し

を行うなど、目標指標の達成に向けて取り組みます。 

 

（３）市町村教育委員会への対応   

・市町村立学校では、令和２年度からＩＣＴの活用やタイムレコーダー等による客観的な勤

務時間の把握を行うとともに、服務監督権者である市町村教育委員会ごとに上限方針を定

め、勤務時間の適正化に向けた取組を推進しています。 

・市町村教育委員会は、市町村立学校教育職員に係る「業務量管理・健康確保措置実施計

画」を策定し、主体的に取組を進めていくこととなりますが、県教育委員会は、市町村教

育委員会が管内の各小中学校で働き方改革に向けた主体的な取組が行えるよう、適切な支
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援に努めます。また、市町村教育委員会が、実施計画の取組において、法律上の義務を十

分に果たしていない恐れが認められる場合等には、積極的に指導助言等を行います。 

・学校における働き方改革に関する下記に掲げる取組内容については、全県的取組として、

積極的な情報提供、先進事例の紹介等を行うとともに、課題の共有等を図りながら、市町

村教育委員会と連携・協力し、取組を進めていきます。また、下記に掲げる業務以外に

も、学校における働き方改革に関する内容については、県教育委員会も主体的に取組を進

めます。 

 

・中学校における部活動の地域展開に関する支援 

・小中学校における統合型校務支援システムに関する支援 

・専門スタッフ・支援スタッフ等の配置促進に関する支援 

・少人数学級、教科担任制、チーム担任制の取組に関する支援 

・学校運営協議会の設置、運営等に関する支援 

・小中学校における教育課程の編成及び指導体制に関する指導助言 

・学校における働き方改革に関する好事例の周知              等 
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